
【記入例】

① 過年度分及び納期限の過ぎた普通徴収税額は、特別徴収に切り替えることができませんのでご確認ください。
※ 二重納付防止のため、既に一部納付済の場合は本人あてに送付された町民税・県民税 納税通知書の領収証書の写しを必ず同封してください。
② 提出日が月の初日から10日頃までは翌月から、それ以降は翌々月から特別徴収できます。
③ 公的年金からの特別徴収の対象になっている公的年金等所得にかかる町民税・県民税額は、給与からの特別徴収に切り替えることができません。
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個人の特定のために重要です

ので生年月日を必ず記入して

ください。 

特別徴収税額の通知書の

「指定番号」を記入してくだ

さい。 

過年度分及び納期限の過ぎた普通徴収税額は特別徴収に切り替えすることが出来ません。 

また、提出日が月の初日から１０日頃までは翌月から、それ以降は翌々月から特別徴収することが出来ます。 

上記の例の場合、提出日が７月５日ですので、普通徴収第２期以降を８月分から特別徴収に切り替えることが出来ます。 
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